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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２７年第１回美幌町議会定例会第１９日目の

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、８番岡本美代子さん、９番坂田

美栄子さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については省略させていただきます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 議案第４４号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 議案第４

４号美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題とします。

会派等審議のため、休憩をいたします。

再開を、１０時４０分といたします。

午前１０時０２分 休憩

────────────────

午前１１時００分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

これから、討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君）〔登壇〕 私は、議案

第４４号に反対する立場で、討論をさせてい

ただきます。

現在の報酬に関しましては、平成２２年２

月１日設置の報酬及び給与に関する調査特別

委員会において、同年の２月１日から１１月

１６日まで約１０カ月間、延べ２５回の議論

を重ね、結論を得た経緯がございます。その

結論を経て、平成２３年１月１４日、議会に

おきまして、期末手当及び議員定数等の削減

を行って現在に至っております。

本議会の提案の際、町長にも質疑いたしま

したように、３月１７日、町長から議会運営

委員会に追加の提案がありました。会期２０

日までのわずか４日間で十分に議論すること

は時間が足りず、報酬に対する調査検討は極

めて難しいと判断いたしました。その際に述

べましたが、せめて、昨年１２月の提案であ

れば、３カ月間の議会として検討する期間が

保障されたのでありますが、今回は、その提

案は極めて時間がなく、丁寧さに欠けたもの

と考えております。

町長提案を受けとめながらも、議会議員の

責務、役割と報酬、定数のあり方など、議会

議員は、もちろん、町民の意見交換などを行

い、十分な調査により結論を出すことが必要

であるとの考え方を述べて、反対討論を終わ

ります。

○議長（古舘繁夫君） 次に、原案に賛成の

発言を許します。いらっしゃいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 次に、原案に反対の

発言を許します。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君）〔登壇〕 私は、議案

第４４号美幌町議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例制
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定に対して、反対の立場から討論いたしま

す。

私は、今回の議案を審査するに当たりまし

て、約６年前、平成２１年１２月２２日答

申、これも改めて読みました。また、今回の

平成２７年２月２０日答申も目を通させてい

ただきました。この中で、特徴的なのは、２

０００年４月施行の地方分権一括法制定後の

地方自治体をめぐる責任や所管分野が画期的

に広がり、議会も行政もともに一段と重い責

任を担う状況となった、このことへの認識や

議論が一切欠落しているというのが特徴であ

ります。今回、２月２０日の答申でも、これ

らは全く存在いたしません。

また、先ほど上杉議員が指摘をいたしまし

たが、前回の答申を受けて、当町議会が議会

調査特別委員会の調査結果報告を提出してお

ります。

一部読み上げますが、議論の結果、分権改

革による権限拡大に対応した議会改革の必要

性を議会側としては再認識するとともに、美

幌町自治基本条例が制定されようとする中

で、これまで以上に議会の機能と役割、議員

の責務が増大すること、町政運営の基本的な

事項を決定する議会には、町民各層からの多

様な意見を反映できる環境を確保しておく必

要があること。

以上の点で委員間の意見が一致し、月額報

酬は現行水準を維持すべきとの結論に至っ

た。

一方で、期末手当については、一般職の期

末手当に勤勉手当を加えた支給割合と同水準

であることの根拠が乏しいと判断いたしまし

て、国会議員に準じた支給割合へ、結局、当

時、年額２７万円を削減した、こういう状況

となっているわけでありますが、今回の答申

を作成されるに当たって、この部分について

は一切言及されていないということでありま

す。

さらに、前回答申後の情勢の変化について

はどうかと見ましたが、全く議論がされてい

ない。

国立社会保障・人口問題研究所の人口急減

推計、日本創成会議のいわば自治体消滅論と

も言うべき人口急減推計、ことし策定中の第

６期美幌町総合計画での独自の人口推計は、

目を覆う美幌町の人口急減でありまして、こ

れに対して、全町民の英知を結集しなければ

立ち向かうことはできない、こういう状況の

もとに、当美幌町、また、当美幌町議会が置

かれているわけであります。そのときに、ど

ういう役目を果たすことができるか、この議

論が報酬等審議会では一切なされていない

で、報酬等の削減論のみが展開されている。

一体、美幌町の自治基本条例で定めておりま

す議会と行政が二元代表制としてどうして機

能できるのか、そもそもこの観点がない。私

は、異常だというふうに思うところでありま

す。

そこで、私も独自に試算をいたしました

が、既に、美幌町議会議員の報酬等１人当た

り支給額は、平成８年の改定以降、この間、

どれぐらい下がっているか、試算をいたしま

した。平成８年時点では、報酬手当額、議員

１人当たり、これは役職がついていない議員

で、４２６万１,０００円であります。現在

は３６４万８,０００円でありまして、既に

１４.４％、１人当たり支給額は削減されて

いるのです。もちろん、この中には、先ほど

読み上げました議会みずからの判断で手当を

削減する、こういう結果でもございます。こ

のことについては、一言も議論をされていな

い、そういう状況であります。

さらに、美幌町議会議員全員の報酬、手

当、調査のための旅費、本人の老後などのた

めに積み立てられる共済費で見ますと、平成

８年比で既にマイナス５１％であります。仮

に、今回、引き下げが出されるといたします

と、多分、マイナスは５４％程度になるだろ

うというふうに思うのですが、なぜ議員報

酬、議員の環境をこれほどまで縮減しなけれ

ばならないのでしょう。

この間の一般会計予算総額で言えば、減少

額は２割を切っていないというふうに思うの
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ですが、既に、５割以上、議会の議員に関す

る予算をこれほど削って、まだ削り足りな

い、これはどういう視点から来ているのか、

まさに考えられないということであります。

あわせて申し上げますが、なぜ、私は町議

会議員と名前がついた瞬間に、内容的には全

く変わりはない活動を行っている同様の人口

規模の市と比べて月額７万円、８万円下がっ

ていて当たり前なのでしょうか。

私は、町民の皆さんにもぜひそれは聞いて

いただきたいと思いますし、美幌町議会は大

変問題意識を持って、日常的に活動しており

まして、その点でも、類似の人口規模の議会

と比べて活発であるというふうに言っても言

い過ぎでは全くないというように思っており

ます。

あわせて、今、町や村の議会の選挙におい

ては、無競争というのがだんだん定着する、

立候補する方々がいらっしゃらない、こうい

う危機をも迎えておりまして、これに対し

て、報酬等審議会でこれまた一切議論がな

い、このことについても違和感を感じるとこ

ろであります。

どの点から見ましても、私は、報酬等審議

会の審議のあり方というのか、方向性が、今

の美幌町が置かれている状況について、まる

で認識されていない、こういうもとで答申が

出されたと。町長は、諮問をした責任上、し

かも、その前提として、昨年１２月の諮問の

仕方として、年が明けて、３月定例議会に提

案したいのでということで諮問されているの

で、やむなくこれが提出されたというふうに

思いますけれども、今申し上げました諸般の

点から見まして、到底、私は、議会側として

受け入れることはできないし、受け入れるこ

とは当議会の自殺行為につながる、このよう

に思っております。

以上の理由から、この議案に反対いたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） ほかに討論はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、討論を終わ

ります。

これから、議案第４４号美幌町議会議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立少数です。

したがって、本案は否決されました。

─────────────────────

◎日程第３ 議案第４５号

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 議案第４

５号地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 追加議案の４

ページをお開き願いたいと思います。

議案第４５号地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改

正する条例制定について御説明を申し上げま

す。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定しようとするということで、

制定内容につきましては参考資料で御説明を

いたしますので、追加参考資料の４ページを

お開き願いたいと思います。

資料３２、議案第４５号関係。条例名、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の一部を改正する条例であり

ます。

改正目的は、特別職等の給料月額につきま

しては、平成１８年１２月以降、１８年間に

わたり改正が行われていない中、平成２３年



－ 6－

７月から、条例の附則により、独自に給料の

引き下げを実施しているところでございま

す。

このような状況の中、特別職等の給料月額

につきましては、財政状況、道内類似団体及

び管内市町村の状況並びに平成２７年２月２

０日付特別職報酬等審議会の答申等を勘案

し、臨時的な引き下げを継続せず、条例本則

の改正により、町長、副町長及び教育長の給

料月額を引き下げようとするものでありま

す。

改正内容でありますが、美幌町長等の給料

等に関する条例の第３条第１項の改正を行お

うとするものでありまして、現行の附則での

規定を本則に規定しようとすることで、町長

につきましては本則に対し１５％の減額を、

副町長につきましては本則に対し８％の減額

を、教育長につきましても、同じく、本則に

対し８％の減額を本則で規定をしようとする

ものでございます。

施行日につきましては、公布の日からとい

うことでございます。

なお、参考資料の５ページに新旧対照表を

添付しておりますので、御参考にしていただ

きたいと思います。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

１３番大原昇さん。

○１３番（大原 昇君） これは、町議会議

員のときにも同じようなことを聞いたのです

けれども、この時期に出してきたというのが

どうしてもひっかかると。今、上杉議員も反

対討論の中でおっしゃっていましたけれど

も、本当に重い中で、町長もそうですが、も

う少し議論に割ける時間をいただけるような

答申の仕方をしていただきたいと思うので

す。

前回も聞いていますけれども、この時期

に、まして追加議案ということでありますの

で、その辺の意図をもう一度お伺いしたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 時期については、前

回お話ししたとおりでありますので、答弁と

しては変わりございません。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 報酬等審議会の資料

の中身もそうですし、議論の中身もないので

不思議だなというふうに思っているのです

が、確かに、平成８年度の特別職報酬等の改

定以降、改定というのはなかったというふう

に思います。しかし、当時の水準に比べて、

相当額、町長、副町長、教育長の年間に受け

取る給与等については、既に一定額下がって

いるのではないかというふうに思いますが、

この間、どれぐらい下がっているのでしょう

か。

例えば、本則でいったとしても、手当など

が削減になっていますので、その分は明らか

に下がっている、その状況を踏まえて答申が

出されたという形跡は全くありません。ある

いは、政治的に、前町長、現町長が判断され

て、本則とは別に１５％あるいは８％の削減

をされています。これは、任期中あるいは期

限を切ってそういう削減をされることは各地

で行われているので不思議なことではないと

いうように思いますが、その場合であって

も、退職手当にはね返る本則については残す

というのが大体通例でありますが、今回、本

則に町長などが、今、政治的に判断されて削

減されたものを本則に改めるとなった瞬間

に、相当額の削減がさらに追加されることに

なってまいります。

そこで、ぜひお示しいただきたいと思って

おりますのは、本則だけで計算をした場合

に、現行の手当等の支給額は、もう既に一定

額が下がっているのではないかと推測いたし

ます。それを積算していただければと。

それから、現在、政治的に判断して、本則

は変えない、しかし、月額給与等について
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は、政治判断として下げていると。そのこと

で、退職手当に対するはね返りを防いでおら

れるのですが、退職手当を含めて、４年間の

任期なので、この４年間の退職手当を、例え

ば４分の１にして、年間総額というふうに仮

定した場合に、現状ではどうなるのか、ある

いは、本則まで変えて削減をした場合にどれ

だけ下がるのか、これは、ぜひ資料として出

していただきたいというように思います。

手元にあれば、お示しいただきたいと思い

ます。

二つ目は、報酬等審議会委員の議論経過の

中で、美幌町が、平成１７年度決算で、公債

費比率が２３.３％にまで悪化して、財政の

改善に向けて努力をしているが、その中身

は、人件費には反映されていない。町民サー

ビスの低下と施設の維持費などの削減と公共

事業の削減で賄われたものだと。しかし、人

件費は削られていない。こういう認識のもと

に議論が進められていますが、果たしてそれ

はそうなのかと私は疑問に思います。その部

分についても、正確な判断をするために、

誤った認識の上で方向性を出されるというの

は、当事者はもとよりですが、町民は大変迷

惑することになりますので、この点はぜひお

示しをいただきたいと思います。

これは、この間の平成１７年度決算と平成

２５年度決算で割り返せば、どれだけそれぞ

れ努力しているのかというのは歴然と見える

話だというように思います。

それで、私は、それに追加して、一般職員

を含む人件費の削減をあわせて示していただ

いて、議会議員にかかわる部分についても、

この間、全く努力していないというように認

識されているので、その部分についても、平

成１７年度、平成２５年度決算対比で出して

いただければ判断のよりどころができる、こ

のように思いますので、資料を提出していた

だきたいと思います。

なお、この部分で、口頭でご答弁いただい

ているものがあるのであれば、それはいただ

きたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） まず、部長、資料に

ついては用意できますね。

答弁できる部分があるのならと、今、大江

さんはおっしゃっているけれども、資料が

あってからお話ししたいということはあるの

ですか。（「はい」と発言する者あり）

それでは、大江さんの質疑の途中でありま

すが、暫時休憩をいたします。

再開を、２時とします。

その理由は、資料をもらって、そこからま

たお尋ねしたいところがあるというお考えで

すね、大江さん。

○２番（大江道男君） はい。

○議長（古舘繁夫君） 休憩します。

午前１１時２９分 休憩

────────────────

午後 ２時００分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

大江議員の質疑の途中でありました。

大江議員の２回目の質疑が始まるというこ

とであります。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 資料をいただきまし

た。特別職等退職手当調べは、８８万円が１

５％削減された結果、どうなるか、４年で換

算すると、年間で、町長は６７万６,０００

円の減、副町長は１８万３,０００円の減、

教育長は１３万９,０００円の減となるとい

うことはわかりますが、平成８年と比較をし

て、これは町長で積算してみたのですけれど

も、平成８年を分母として、平成２５年決算

で見ますと、マイナス７％ぐらいになってい

る。

それから、同じく、平成８年を分母といた

しまして、平成２５年の本則―先ほどは、

本則だけで、見かけでどれぐらい減っている

かということを申し上げたのですが、本則は

変えないで給与手当を町長の御判断で引き下

げていて、現状でマイナス１８％にもう既に

なっていると。

もし、今回の答申どおり、本則自体も、附
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則にあるように、１５％、８％、８％という

形で削減するといたしますと、町長は、平成

８年度対比で年額４１２万５,０００円の減

額となって、実に２１％もの削減となると。

この間、報酬改定が行われていませんけれど

も、全体としてはこのような形で、特別職に

も時代の反映があって、支給実額は、前々回

の平成８年度の報酬等審議会、その時点と比

較いたしますと、それだけ下がっているとい

う状況は、報酬等審議会も十分把握した上で

出さないと、現状はどうかわからないけれど

も、見かけの上で、よその町が下がっている

のだから美幌町も下げろ、こういう暴論にな

らざるを得ないのかなというように思ってい

ます。

もう一つ、指摘しておきたいことは、平成

１７年度で過去最悪の公債費比率になりまし

た。どなたが発言しているのかはわかりませ

んが、黒塗りになっているためにわからない

ということですが、公債費比率を改善してき

たところは評価できるが、どうやって借金を

減らしたかというと、住民サービスの低下と

施設維持費、公共事業投資を含め、大幅に

カットしてきた。他の市町村に比べ、本町の

公共事業は本当に少ない。こういうところに

手をつけ、一番肝心な人件費に手をつけない

というのはおかしい。人件費に手をつけない

で住民サービスの低下に手をつけるのはおか

しいと。こういう認識のもとで、特別職も議

員の報酬も引き下げるべきだ、このように主

張されているわけです。

そこで、今回提出していただいた資料で

は、議会費、マイナス１５.２％です。この

間、１,８９０万９,０００円の削減になって

います。職員給与費は、この間、１億３,４

０４万５,０００円、マイナス８.８％であり

ます。一般会計総額は、２,７１６万５,００

０円のマイナスで０.３％、非常に高い比率

で人件費が切り込まれているというのは明々

白々です。そして、一方で、維持補修費など

も削っているということですが、この間、

９,６３１万４,０００円、逆にふえているで

はありませんか。物件費もしかり。

それから、公共事業を示すのは普通建設事

業費ですが、この間、２億４,１７０万６,０

００円ふえて、プラス２１.５％です。公債

費は、町の借金ですが、この間、マイナス６

億３,５２７万１,０００円、マイナス３２.

７％です。こういう結果、美幌町の公債費比

率は、現在、２３.３％から１２％、１１％

ということで、着実に下がっているのです。

しかし、下がっている大きな原因の一つとし

て、明らかに人件費を削減しているというこ

とは明々白々であるにもかかわらず、逆の論

を張っている。そして、その論を根拠にし

て、特別職も議員もどんどん削れ、こういう

暴論になっていると。私は、絶対に許されな

いと。事実に基づいて議論されるのであれ

ば、それは傾聴に値しますけれども、全く暴

論だなというように思います。

これは、私は、町長の立場に立った場合で

も、やっぱり、数字はしっかり押さえて、少

なくとも町の予算書あるいは決算書、そう

いったものを手元に置きながら、報酬等審議

会も事実に基づいて議論していただかない

と、全くのミスリードになってしまう、この

ように思うのですが、今回、私が指摘をした

ことにかかわって、再度、提案者の町長の御

見解を伺いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 報酬等審議会の中に

私は直接入っておりませんので、雰囲気であ

るとか、意見の細部にわたって聞き取りをし

ておりませんので、要点筆記という中で拝見

したということであります。

そんな中で、私は、この間からお話しして

いますように、ある面、各界各層を代表する

委員の皆さんが審議をして、そういった評価

をしているということを尊重しながら、重く

受けとめているということであります。

それと、この前もちょっとお話しさせてい

ただきましたけれども、人件費のカットの上

に成り立っている実質公債費比率というよう

なお話でありますけれども、私は、一つは、
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評価がそういう評価だと。これは、やはり受

けとめなければいけないという思いと、やは

り、職員も含めて、人件費に大分切り込んで

きたというような経過があります。そういう

積み上げもあります。そんな中で、私は、や

はり、決意と覚悟を持ってこの場に立ってい

るということで、率先垂範する思いがあると

いうことでありまして、今回の提案に至った

ということでありますので、御理解をいただ

きたい、そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 最後の質疑になりま

すので、私は、前回の報酬等審議会の委員

長、今回の委員長、いずれも議会出身である

ということに注目しています。そして、今回

も、例えば、２６人の時代は、議員は身銭を

切ってやってきたと。議員報酬は微々たるも

のだったと。私は調べていますが、当時のほ

うが現在よりも１人当たりの報酬額が、平成

に入ったら途端に現在よりも多いのですよ。

こういうミスリードが私たちの仲間の中から

出てきているというのは甚だ遺憾だなという

ふうにも実は思っています。

やっぱり、この間、美幌町議会でも、最高

時に定数３０名の議員を２６名に、２２名

に、そして１８名に、現在の１４名にと相当

な定数削減をして、議員報酬総額は、平成８

年度対比でも５割カットにしているわけで

す。このことについては、議会が勝手にやっ

たことだから評価の対象にしないと。こうい

うのは、私は、フェアでないなというように

思います。

美幌町議会は、昔、四つの常任委員会が三

つの常任委員会になり、現在、二つの常任委

員会で任務分担しているために、猛烈に忙し

い状況になっています。４常任委員会でやっ

ていたのを二つでやるわけですから、当然、

活動の日数も大きくなっている。

それから、あえて申し上げませんけれど

も、昔から、議会の調査は、行政側に直接届

けるようなことは断じてなかったのです。議

長に対する報告書であって、それを昔は逆に

やっていて、今は単なる調査しかやっていな

いと。思わず叫びたくなりますよ。全道的に

も非常にすぐれた活動を今やり始めている後

輩に対して、そんなことはないでしょうと私

は思っていますが、そういう部分も含めて、

提案に先立って、町長は一読していただい

て、ここの制度が一体どういうものだという

ことをできれば実感していただきたかったな

というふうに思うのですが、最後なので、御

感想だけは聞かせていただきたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議員定数が多いとき

で３０、そして、今は１４人ということで、

これは、それぞれの時代、時代におられた議

員さんの行政改革であるとか、町民の皆さん

の評価であるとか、そういうことをみずから

判断してやってこられたのだろう、そのよう

に思っております。

議員定数を削減するということもあります

し、私どもも、行革を推進する中では、最大

で６０名の職員を削ってきた、そういう時代

背景もあります。そして、町民の皆さんに負

担を強いたり我慢を強いたりして今日の実質

公債費率が安全なところに入ってきていると

いうのも事実だと思います。そういう面で

は、みんなが努力した結果が今の姿になって

いるということでありますので、私が今回提

案している内容で、私の志はくじけないし、

そういった評価をいただきながら、やはり、

この立場にあるものとして、率先して取り組

まなければいけないという思いを込めて、今

回、提案させていただきましたので、どうか

御理解をいただきたい、そのように思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

１２番宗像密琇さん。

○１２番（宗像密琇君） 先に申し上げてお

きますが、私は反対意見を出します。

ただいま、大江さんのほうから、いろいろ

な資料をもとに話がありました。私は、資料



－ 10－

の数字は余りよくわからない。そして、資料

をもとに判断しようとも思いません。それ

は、参考としては見ます。私は、従来、肌感

覚、自分の経験で物を判断するほうですの

で、今のように、きちんと数字を上げて申し

上げればいいのですけれども、そういう数字

を申し上げるのも結構なのですが、少なくと

も、私は、選挙で言えば４勝２敗、６期の間

の４期務めさせてもらって、その間、２回ほ

ど、４年、４年と間を抜いております。です

から、見えるものもあるのです。

私は、先ほど話がありましたように、初当

選は平成７年ですけれども、そのころは、何

もわからなくて、諸先輩の話をずっとそばで

聞いておりました。その時代、その時代で、

そのときの議員さんも大変だったでしょう

が、今から考えると、非常に楽だったなと。

暴露話になりますけれども、今度の視察は

どこへ行こうか、どこの温泉に行こうか、い

や、前に行ったから今度は別の温泉に行こ

う、過去の話で、時効でありますから勘弁し

てもらいたい。そういう例え話のほうがわか

りやすいと思いまして。というような感覚で

ありました。

私より数を経ております議長なんかもよく

わかると思いますけれども、そういうような

ことから考えてみましたら、現在は、非常

に、仕事としてはかなりハードなスケジュー

ルでやっております。

仕事とすれば、それは、おまえさんたちが

立候補で出てきたんだから、それは当たり前

だろうと。また、今、住民サービスという言

葉が出てきましたけれども、僕の見方は

ちょっと違います。それでは、昔は住民サー

ビスが十分で、今は住民サービスが足りない

か。そうではないでしょう。町長、数字がこ

ういう数字だから住民サービスは減ったで

しょうと。私は全然違うと思います。

細かい話をすれば、そういう部分で言え

ば、少ない議員の中でも、政策的には、非常

に、住民サービスを細かいところまで考えて

やっていると思います。ごめんなさいね、こ

れは特別職の話なのですけれども、私は、町

長及び副町長、教育長の報酬を減らすことに

も反対なのですよ。

○議長（古舘繁夫君） 質疑、簡潔によろし

くお願いします。

○１２番（宗像密琇君） ですから、そうい

う数字とあわせている場合と、それでは中身

はそうかといったら、私は、住民サービスに

関しては、以前より、はるかに一生懸命、議

員は頑張っていると思います。

そういう面から言いまして、我々が頑張る

ということは、町長も特別職の人たちも頑

張っているわけですから、そうやって厳しい

数字のときも辛抱して借金を減らしてきたよ

と。私は横から見ていましたよ。

だから、そういう面から見ても、先ほど大

江さんの言われたように、報酬等審議会の

方々は、もうちょっと詳しく見てくれればよ

かったなと思うのです。町長は、提案したほ

うですから、ここで、いや、そうだそうだと

言えませんけれども、私は、そういう面に関

して、町長ももうちょっと本音を言ってくれ

ればありがたいなと思うのですけれども、い

かがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私は、ちょっと言葉

足らずで、住民サービス低下ということでは

なくて、健全財政を守るために、住民の皆さ

んにも負担を強いたし、我慢を強いたという

ことを述べさせていただいたので、決して、

そのことで住民サービスが低下したというこ

とではなくて、片一方では、時代という物差

しを当てて、そして、時代的な役割が終わっ

たところについては、壊して、新しい需要に

財源を向けていくと。そんな方法もとったり

して、一部の方については、本当に負担を強

いたということもあるかと思います。そう

いった意味で答弁させていただいたというこ

とでありますので、ちょっと誤解を与えるよ

うな答弁になったことをおわびしたいと思い

ます。

先ほども答弁させていただきましたけれど
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も、この場でも、住民の皆さんの生活が大変

だという御意見を幾つもいただきました。そ

して、生活が大変だ、どうするのだという中

で、議員さんも大変かもしれないですけれど

も、住民の皆さんも大変だし、職員も大変だ

ということで、そこは、一つ、みんなで踏ん

張るということをやらなければ、この町が発

展するための活力が出てこない、私はそのよ

うに思っておりますので、今回、そういうこ

とも受けて、そういう考えも含めて提案をさ

せていただきましたので、御理解のほどをよ

ろしくお願いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） それは、町長と同

感であります。しかしながら、辛抱する、辛

抱する、それでは、その辛抱する町民の皆様

方の意に沿って、それを何とかしようと頑張

る人たちはどうするのですかという計算にな

りますよね。では、それに向かって頑張る人

はもっと頑張るか、それは、災害に遭ったと

きの言葉と同じですよ。災害復興するのに、

頑張れ、頑張れ、頑張れ、こんなに頑張って

いるのにまだ頑張るのかなんて言葉も出てく

るわけですから。

それで、今、町長の言われた中で、それだ

け財政もいろいろな面でつらかったから、皆

さんにも非常に辛抱、お手伝いを願ったとい

うことを言いますけれども、私はそうとばか

り言えないと思いますよ。ということは、町

長もご存じのように、ご存じというよりも、

十分に知っている中で、お国のほうから、

どっと厳しいテーマをぶつけられてきたら、

国のことはそっちのけにして、私たち町長以

下の職員がなんてことを言わなければならな

いつらさですよ。それがわかるのが議員だと

私は思うのですよ。なるほど、これから建築

費はがっぱり削られるぞ、そうなったら、こ

ういうぐあいにして、こういうぐあいに予算

を分散して、こうやってやっていかなければ

ならぬ。ですから、そのときに情勢によって

は、この数字は、見方によると当てにならな

いものもあるのですよ。では、この総理大臣

のときはどうだった、あの総理大臣のときは

どうだった、いやいや、あのときは所得倍増

でこうだったと。あのときは、これを削りま

しょうと言ったからこうだった、それは職員

の方は大変ですよ。だって、昔のほうが機関

委任事務の量だって多かったし、それがいき

なりかぶってくるわけですから。

そういうことを言えば、私も知ったふりを

して言いますけれども、この数字が果たして

そのまま額面どおりに受け取っていいのか、

それを見ながら、町民の皆さんと相談しなが

ら、議員の皆さんの意見を伺いながら、この

バランスでどうだろうということで考えてい

くのではないかと私は思うのです。

その辺を町長に余り聞くのも酷なのですけ

れども、感想があればお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私は、この職を目指

して、こういう立場で今仕事をさせていただ

いております。一番のバックボーンとなるの

は、やはり、町の発展をどうしていくか、町

益のために、そして、町民の皆さんの益のた

めにどうしたらいいかということを考えなが

らやってきたつもりでありますし、今後にお

いても、つらいのはみんなつらいと思いま

す。苦しいのもみんな苦しい、その中で、く

どいようなお話をさせていただいて申しわけ

ないですけども、やはり、苦しいときこそ率

先垂範してやるのが公の立場にある者の考え

方だ、そのように思っておりますので、そう

いったことで何とか御理解をいただきたい、

そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） 簡潔に、もう一回、

宗像密琇さん、お願いします。

○１２番（宗像密琇君） 長くて済みませ

ん。

ですから、町長の言うことはよく理解でき

ます。

ただ、私が言いたかったことは、この数字

ではバランスが合わない。ですから、今後、

やっぱり、そういうことを審議委員の皆さん
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にも御理解いただいて、こういうところも見

てください、ああいうところも見てください

と、ある程度、そういうものの資料をきちん

とやっぱり提示して、おおよそ何かかにかの

考え方があってそういう考え方が出てくるの

でしょう。また、今までがこうだったからこ

うでしょう、よその市町村もこうだからこう

でしょう、そういう考え方も結構ですけれど

も、私も、ずっと、我が地域、遠紋地区から

全部をひっくるめていろいろデータを見てま

いりましたけれども、それでは美幌はどう

だったかというと、いろいろな面で、時には

遠軽に抜かれたり、だから、あそこの町村は

一体どうなのだろうと眺めてみる。いやい

や、今回、中標津が頑張っているなとか、い

ろいろ見えるわけですよ。

ですから、そういうこともずっと見ていた

だいて、あの角度、この角度、こういう見方

もあります、ああいう見方もありますと、最

低でも、その角度の資料だけはきちんと提示

して御判断願う、そういうことをしていただ

くと、私たちもありがたいなと思います。

ですから、いろいろ悩むのですけれども、

公開でなければこういうことも言えない。ま

た、選挙が目の前だし、せっかくですので、

町民の方にも聞いていただきたい、こういう

機会ではないと、こういう報酬の話とか、そ

ういうことを言う機会がなかなかないもので

すから、そんなことで指摘させていただきま

した。

もし何かあればお願いして、なければその

ままでよろしいですので、これで３回目の質

疑を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 宗像議員の最初のお

話にありましたように、数値はちょっと置い

ておいて、心の思いをというような質問だっ

たと思いますので、私も数値以外のことで答

弁をさせていただきました。

多分、報酬等審議会の中では、いろいろな

資料要求があって、職員はそれに十分応えて

出してきたのだろうと思います。ただ、先ほ

ど来御指摘があるように、この部分が足りな

いという部分に関しては、担当の職員も、い

かんともしがたい思いだったと思います。そ

んな中で、話し合う機会といいますか、お互

いに拘束されない話し合いをしたらという話

を私もちょっと聞きまして、ぜひ、そんな形

でも、お互いの思いを話す機会を、今後にお

いても、公開でもいいと思いますが、つくっ

ていただければなという思いをしているとこ

ろであります。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） 私も、数字のこと

はさて置き、例えば、夕張の鈴木市長のよう

に、今、町長は、志があってということで、

本則では下げたいということなのですけれど

も、私は、今後、町長の道というのですか、

議員の報酬のときに言いましたように、やは

り、町長についても、若い方が誰かチャレン

ジをするというような道を私は残しておいて

いただきたいというふうに思います。

例えば、町長というのは、今、多くて２期

から３期ですね。今、４期目に立った高橋は

るみさんも、多選とかというふうに非難され

ている部分もありますけれども、やはり、今

後、若い人たちが美幌のために立候補する、

自分で資金を持って立候補する、先ほど言い

ましたように、２期か３期のことで、自分の

人生をかけてもチャレンジしようという方が

今後出てこないとは限りません。

私は、やはり、今の町長の思いは十分に受

けとめますけれども、そういう道を残してお

くということも大切ではないかなというふう

に思いますので、このことについて、町長の

お考えをお聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） そういう道というの

がちょっとよくわからなくて、答弁は非常に

難しいと思っておりますけれども、この間も

ちょっとお話ししましたように、やはり、若

い方が出やすいというようなお話の中で、私



－ 13－

は、私たちの背中を多分見てというようなお

話をさせていただきましたけれども、それに

しても、生活が全く成り立たないような報酬

あるいは給与の中では、議員活動あるいは町

長の活動もなかなか難しいと思います。た

だ、今、提案させていただく額で、どうなの

でしょうか、私は十分にやれると思っている

のですけれども、その道を残すという内容が

ちょっとわかりませんので、これ以上のお答

えは差し控えたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） ちょっと説明不足

だったかもしれませんね。

例えば、私の今の状態で言えば、現行８８

万円のものを改正して７４万８,０００円に

するということなのですね。例えば、町長は

減額したいというお考えかもしれませんけれ

ども、都会からでも、誰でもがチャレンジす

ると。先ほど言ったように、それも２期か３

期のことで、自分の人生が変わる可能性もあ

る、そういうところに、お金だけではないか

もしれませんけれども、私はそういう道を残

しておいていただきたいなという考えで、説

明はわかっていただけましたでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ちょっとまだ理解で

きなくて申しわけないのですけれども、議会

議員の皆さんもそうですし、私もそうですけ

れども、立起するということになれば、相当

の覚悟と決意を持ってやっていると思いま

す。そして、その上で、報酬あるいは給与の

額というのはオープンにされているわけであ

りますから、その中で生活をしながら、志を

持ってそれを果たしていけると私は思ってお

りますので、今の減額の提案をしても、多

分、耐えていけるだろうと、私はそう思って

おりますので、そういう提案をさせていただ

いているということであります。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １点だけなのです

が、今回、附則で今まで減額していた１５

％、８％、８％を本則にするということなの

ですけれども、１点、情報があればお答えい

ただきたいと思います。

今回、法律の改正によって、新教育長制度

というのができることになりました。今まで

の職務と権限が、教育委員長を兼ねるという

ようなことで、全道や管内的にこういった制

度改正に伴って、例えば、教育長の職にある

方の月額報酬のあり方について、管内的に再

検討すべきだとか、そんなような動きが道内

も含めてあったのかどうか、そういう調査を

諮問するに当たって、町で独自に調べたりし

たような事実があったのかどうか、そんなよ

うなことがちょっと気にかかりますので、お

答えいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 特に、そのよう

な動きはございません。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） つい最近の道新だっ

たと思いますけれども、全道で１６市町村が

新制度に移行すると。ただ、教育長の任期期

間中は従来の例によるというようなことです

ので、たしか、オホーツク管内は、新制度に

移るというところがどこもなかったと思いま

すけれども、間違いないですか。

そのように、新聞報道で知っている範囲で

あります。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 町長答弁のように、

私もその新聞は見ましたが、新制度に移行し

ても、いわゆる教育長としての職務や権限、

そういったものを考慮しても、現行の報酬月

額の中で、町長の答弁のように、十分にその

職を行えるという判断で提案されているとは

思うのですが、そういうことも含めて、今ま

での減額のあり方というのが適正な削減の率

なのかどうか、これも、何パーセントだった

らいいという物差しはどこにもないと思うの

ですね。それは、美幌町長として判断して議
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会に提案していることだと思うのですけれど

も、それらを含めて、私は、職務に見合った

報酬であってしかるべきではないのかなとい

うことで、特に答弁は要りませんけれども、

私の意見を述べて終わります。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） まず、総務部長

に、データとしてお聞きさせてください。

８年前に町長選がございまして、前の町

長、大庭町長の時代の話も含めてデータとし

ていただきたいのですが、さらに、８年前に

大庭町長が当選されたときに実際にいただい

ていた給料月額、そして、大庭町長が実際に

１期ごとに退職金をいただいていたと思いま

すが、数字的に、大庭町長のときには、２回

あると思いますが、退職金が幾らだったか。

そして、８年前に土谷町長が誕生しまして、

１期目のときの月額の給料と、少なくとも１

期終了時の退職金の額をお教え願いたいと存

じます。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長は、おおむ

ね３０分くらい欲しいというふうにおっ

しゃっているので、暫時休憩をいたします。

３時１０分から再開で、引き続き吉住議員

の質疑を続けるということにいたします。

午後 ２時４３分 休憩

────────────────

午後 ３時４９分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

――――――――――――――――――――

◎会議時間延長の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

もはや４時近くになりましたが、あらかじ

め会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

――――――――――――――――――――

◎会議時間延長の宣告

○議長（古舘繁夫君） したがって、あらか

じめ会議時間の延長をすることに決定しまし

た。

――――――――――――――――――――

◎日程第３ 議案第４５号

○議長（古舘繁夫君） 質疑を続けます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 吉住議員の御質

問にお答えをいたしたいと思います。

前町長、大庭町長のときの１期目の給料月

額でありますが、まず、１期目の当時は本則

で８８万円からスタートしまして、その後、

減額をしております。２期目につきまして

も、同じように８８万円に戻りましたが、ま

た、その後、何回か減額を繰り返していると

いうようなところがあります。

退職手当につきましては、１期目の退職手

当は、そのときの給料月額の５５万４,４０

０円に率を掛けた１,１７８万２,１０８円と

なっております。２期目の退職手当の給料月

額基本額は７４万８,０００円ということ

で、これは附則で減額をしている額になって

おります。これに率を掛けまして、退職手当

額が１,５８９万６,４９６円となっておりま

す。

一方、土谷町長の１期目の給料月額につき

ましては８８万円ということで、その後、附

則により減額をしております。２期目につい

ても同様でございまして、本則に戻りまし

て、その後、また附則で減額というふうに同

じように繰り返しをしております。

そこで、手当でありますが、１期目の手当

は、基本となります給料月額は本則の８８万

円、額が１,８０４万３,５２０円となってお

ります。これは平成１９年でありますけれど

も、平成１９年からは条例の附則に規定をい

たしまして、退職日における給料月額は本則

の額を使うということの規定によるものでご

ざいます。

以上でございます。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。
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○１０番（吉住博幸君） 大庭町長時代、私

の記憶が間違っていれば御指摘いただきたい

のですけれども、いろいろな事故が絡みまし

て、町長の減額というものももちろんありま

したが、基本的に、自分の本則にかわる月額

を条例で定められていた。定めた上で、事故

なんかがあってさらに減額ということはあっ

たかなというふうに承知していますが、そう

いう意味では、大庭町長が１期目の当選をし

たときの本則に対して、町長だけですが、何

ぼにしますという条例でしたかね。途中に事

故があって減額したり、もろもろがありまし

たけれども、いま一度お答え願いたい。１期

目、２期目の条例でうたわれている月額の給

料という意味です。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 今の質問は、退

職手当の計算における給料月額ということで

よろしいでしょうか。（「はい」と発言する

者あり）

大庭町長のときには、平成１１年度から平

成１９年度までの２期という任期でございま

した。退職手当は平成１５年の支給、それか

ら平成１９年の支給であります。その時点に

おける規定につきましては、退職手当組合の

退職手当条例というのがございまして、その

規定によりまして退職日における給料月額が

基本となるという規定であります。

一方で、町の条例には、その時点では、特

段、それを本則に置きかえるという規定はご

ざいませんので、先ほど言いましたように、

平成１９年、これは土谷町長になってから以

降ですけれども、平成１９年から、退職日に

おける給料月額につきましては、そのとき

は、例えば、附則で減額をしていても、第３

条、これは本則ですが、今で言えば８８万

円、この額をもって給料月額とするというこ

とに規定を設けているものでございます。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 最後であります。

しからば、大庭町長時代は、事故の減額は

別として、基本的に給料を本則よりも下げて

いたなという記憶があります。そういう中

で、途中過程は事故の関係でいろいろあると

思いますので、一般論ですが、割合を掛け

て、２期目の最後の退職金は千五百八十何か

しらという数字をお聞きしました。この数字

は、退職金に影響を受けるという意味で解釈

したいと思いますし、そうであれば、土谷町

長の１期目、町長に就任されてから条例が提

出されたなと思っています。

そうなれば、土谷町長の１期目の数字も今

お聞きしましたが、そのときの志、これは町

長にお聞きしたいのですが、大ざっぱに言う

と、８年前の財政状況は、数字はちょっと持

ち合わせていませんが、今よりも悪かったと

思う中で、なぜ８年前のときに本則のままの

退職金ということで、今度は改正して退職手

当にも影響を受けるような御提案であります

が、今回で言っている志と１期目に受かった

ときの自分で定める条例における志はどのよ

うに違うのか、確認だけさせてください。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 記憶が違ったら御訂

正いただきたいと思いますけれども、私が平

成１９年に町長職になってから、本則でやる

べきだということで、減額の提案もさせてい

ただいて、そのときは否決されたという経過

がございます。そういうことで御理解をいた

だきたい、そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

すか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第４５号地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを採決し

ます。

この採決は、起立によって行います。

本案を原案のとおり……。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕
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○議長（古舘繁夫君） それでは、２番大江

議員の発言を許します。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 私は、議案第４５号

に反対の立場から討論いたします。

この第４５号は、町長１５％、副町長及び

教育長８％に本則をマイナス改正しようとす

る中身であります。

前段でも申し上げましたが、平成２１年１

２月２２日の答申、及び、今回、平成２７年

２月２０日答申のいずれにも、一つには、２

０００年４月施行の地方分権一括法後のこれ

までの機関委任事務が自治事務に変わる、あ

るいは、国の通達などについても、このとお

りに行えではなく、参考意見とされて、地方

自治体独自の判断が求められる。したがっ

て、行政も議会もともに一段と重い責任を担

う状況となったということへの認識や論議が

一切ないということであります。

二つ目には、５年前の答申後、国立社会保

障・人口問題研究所、日本創成会議などが相

次いで、美幌町などの人口急減推計を公表い

たしまして、自治体の命運をかけて、生き残

り策、まちおこしに行政も議会もともに全力

を傾けなければならないと、この美幌町に

とって社会背景の大きな変化が招来している

わけでありますが、この点でも全く議論され

た形跡がありません。

３点目は、議会の調査特別委員会の調査結

果報告書が全く無視されているということで

あります。この資料については、事務局が審

議会に資料として提出しているにもかかわら

ず、全く無視されているという状況でありま

す。前回、５年前の答申後ですが、美幌町議

会が、１０カ月、２５回の調査、論議を尽く

して報告書を提出した前期、第１６期の報酬

及び給与に関する調査特別委員会調査結果報

告書の結論について、全く論議されておりま

せん。この部分について、御紹介を申し上げ

たいと思います。

特別職等の給与について。地方分権一括法

が平成１２年４月に施行され、国と地方は、

上下・主従の関係から対等・協力の関係へと

変化。国の機関委任事務の約半分が自治事務

に変わり、国の関与を認めた法定受託事務も

原則として条例の制定対象となるなど、地方

が担うべき業務量は飛躍的に増大した。

このため、町長、副町長及び教育長の職責

の重さは格段に増している。加えて、本町の

給料月額は、類似市及び類似町と同水準にあ

ることから、本則を改正する必要性はないと

の判断に至った。

なお、その時々の政治判断によって、みず

から給料月額を引き下げる行為を否定するも

のではないが、その行為が他の給与や報酬の

見直しにつながることがあってはならないこ

とを申し添えておきたいと、この報告の中身

であります。

４点目は、報酬等審議会は、結局、前回の

答申で、町長等の給与を１５％、８％、８％

削減を、他の類似団体との比較論で再提出し

たにすぎません。

５つ目は、平成８年以降の町長等の本則給

与の減少も考慮されておりません。この間、

社会情勢の変化を受けて、期末手当などは削

減されております。平成８年度対比で、町長

給与総額は、条例本則で計算いたしまして

も、実にマイナス１４３万円、率にしまして

マイナス７％に既に達しております。

土谷町長の政治判断で、給与等は、任期中

は附則改定で１５％カットし、本則を変更さ

せない現行の給与制度でも、平成８年度対

比、年間マイナス３６１万３,０００円、マ

イナス１８％に既に達しているのでありま

す。

今回の答申どおり、本則自体も附則額に削

減すれば、平成８年度対比で年額マイナス４

１２万５,０００円、実にマイナス２１％も

の削減となるものであります。

自治体消滅論も公然と論議される状況で、

美幌町にとって優秀なトップリーダー確保は

絶対命題ではありませんか。類似団体との横

並び論、給与削減ありきでは断じてないと思

うものであります。



－ 17－

美幌町は、２０４０年、あと２３年後に１

万４,０００人台になるなど、まさに町の浮

沈のかかった段階に置かれている今だからこ

そ、報酬等審議会は、土谷町長に対して、町

長の政治判断で下げている給与等を条例本則

に戻して、まさに隗より始めよとの姿勢を求

めることではないかと私は思うのでありま

す。

美幌町の一般会計、特別会計、企業会計予

算は、新年度の総計で１９３億円でありま

す。行政トップが厳しい現実を背中に受け

て、全職員に呼びかけて、職員に対して、み

ずからが町長になったつもりで大胆な経費の

節約、節減、あるいは、業務のスピードアッ

プ、合理化を呼びかけることが今必要ではな

いでしょうか。仮に、それぞれで１％ずつ効

果があったとして、約４億円、２％なら約８

億円も生み出すことが可能ではありません

か。

数年前の成人の集いで、成人代表で、自分

の夢は町長になることと抱負を語った役場の

若手職員がいました。まさに、全職員を町長

の分身にできたなら、難局を打破できるので

はありませんか。既に、附則給与で１８％も

カットしているのに、さらに給与削減を求め

る答申こそ、全職員のやる気、覇気をくじく

ものであり、その意味からも、特別職給与削

減に反対いたします。

○議長（古舘繁夫君） 今、大江議員から、

原案に反対の討論がありましたが、賛成の発

言を許します。

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、討論を終わ

ります。

これから、議案第４５号地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを採決し

ます。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立少数です。

したがって、本案は否決されました。

――――――――――――――――――――

◎日程第４ 議案第４６号

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 議案第４

６号美幌町教育委員会教育長の給与及び勤務

時間等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 追加議案の５

ページをお開きいただきたいと思います。

議案第４６号美幌町教育委員会教育長の給

与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正

する条例制定について御説明を申し上げま

す。

美幌町教育委員会教育長の給与及び勤務時

間等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定しようとするということで、制

定内容につきましては参考資料で御説明いた

しますので、追加参考資料の６ページをお開

きいただきたいと思います。

資料３３、議案第４６号関係。条例名、美

幌町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等

に関する条例の一部を改正する条例でありま

す。

改正目的は、先ほどの議案であります議案

第４５号関係と同様でありますが、改正目的

の下段のほうに書いてありますように、同じ

ように臨時的な引き下げを継続せずに、条例

本則の改正により、新教育長が任命されるま

での間、本条例により、現教育長の給料月額

を引き下げようとするものでございます。

改正内容につきましては、条例第３条第１

項の現行の附則での規定を本則で規定しよう

とするものでありまして、現行では本則に対

し８％の減額をしておりますが、これを本則

で改正をしようとするものでございます。

なお、参考までに、附則の１２で、この条

例は、平成２７年４月１日以後、最初に任命
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される新教育長の任命の日に、その効力を失

うということで、これ以降につきましては、

教育長は特別職となりますので、町長等の給

与に関する条例の適用となるものでございま

す。

施行日につきましては平成２７年４月１

日、参考資料の７ページに新旧対照表を添付

しておりますので、御参考にしていただきた

いと思います。

以上、説明を終わりますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第４６号美幌町教育委員会

教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立少数です。

したがって、本案は否決されました。

――――――――――――――――――――

◎日程第５ 意見書案第１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第５ 意見書案

第１号農協関係法制度の見直しに関する意見

書についてを議題とします。

これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は原案のとおり可

決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて、別紙記載の提出先に提出することと

いたします。

――――――――――――――――――――

◎日程第６ 意見書案第２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第６ 意見書案

第２号教育委員会の執行権限を尊重し、中立

性の堅持を求める意見書についてを議題とし

ます。

これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は原案のとおり可

決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて、別紙記載の提出先に提出することと

いたします。

――――――――――――――――――――

◎日程第７ 意見書案第３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第７ 意見書案

第３号ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見

書についてを議題とします。

これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は原案のとおり可

決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて、別紙記載の提出先に提出することと

いたします。

――――――――――――――――――――

◎日程第８ 意見書案第４号

○議長（古舘繁夫君） 日程第８ 意見書案
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第４号特定秘密の保護に関する法律の廃止を

求める意見書についてを議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定に

よって、提案理由の説明を省略いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略するこ

とに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、意見書案第４号特定秘密の保護

に関する法律の廃止を求める意見書について

を採決します。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

○議長（古舘繁夫君） ただいまの出席議員

は１１名です。

次に、立会人を指名します。

会議規則第３２条第２項の規定により、立

会人に２番大江道男さん、１１番橋本博之さ

んを指名します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

○議長（古舘繁夫君） 投票用紙の配付漏れ

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 配付漏れなしと認め

ます。

念のために申し上げます。

原案に賛成の方は「賛成」と、反対の方は

「反対」と記載願います。

なお、白票などの賛否が明らかでないもの

については、会議規則第８４条の規定によ

り、反対とみなしますので、誤りのないよう

記載願います。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

○議長（古舘繁夫君） 異常なしと認めま

す。

ただいまから、投票を行います。

事務局長が議席番号とお名前を呼び上げま

すので、順番に投票願います。

○事務局長（高崎利明君） それでは、議席

番号と氏名を申し上げます。

１番新鞍峯雄議員、２番大江道男議員、３

番中嶋すみ江議員、４番上杉晃央議員、５番

早瀨仁志議員、８番岡本美代子議員、９番坂

田美栄子議員、１０番吉住博幸議員、１１番

橋本博之議員、１２番宗像密琇議員、１３番

大原昇議員。

（投 票）

○議長（古舘繁夫君） 投票漏れはありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 投票漏れなしと認め

ます。

これで、投票を終わります。

これから、開票を行います。

大江道男さん、橋本博之さん、開票の立会

をお願いします。

（開 票）

○議長（古舘繁夫君） 投票の結果を報告し

ます。

投票総数は１１票、有効投票も同じく１１

票。

有効投票のうち、賛成の票が１０票、反対

の票が１票。

以上のとおり、賛成が多数であります。し

たがって、意見書案第４号特定秘密の保護に

関する法律の廃止を求める意見書については

原案のとおり可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて、別紙記載の提出先に提出することと

いたします。

議場の出入り口を開きます。

（議場開鎖）

――――――――――――――――――――

◎日程第９ 報告第１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第９ 報告第１
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号陳情事項の処理顛末について、お手元に配

付しているとおり、報告書の提出がありまし

たので、お聞きすることがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１号陳情事項の処理顛末につい

てはこれで終わります。

――――――――――――――――――――

◎日程第１０ 報告第２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第９ 報告第２

号専決処分の報告について、お手元に配付し

ているとおり、報告書の提出がありましたの

で、お聞きすることがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第２号専決処分の報告については

これで終わります。

――――――――――――――――――――

◎日程第１１ 報告第３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１１ 報告第

３号例月出納検査報告について、１１月から

１月分まで、お手元に配付しているとおり、

報告書の提出がありましたので、お聞きする

ことがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第３号例月出納検査報告について

はこれで終わります。

――――――――――――――――――――

◎町長のあいさつ

○議長（古舘繁夫君） 以上で、本定例会に

付議されました案件は、全部終了しました

が、本会議が今任期中の最後の議会となりま

すので、町長から挨拶の申し出があります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今議会を振り返っ

て、第１７次の議会は、４年間、大変御苦労

さまでございました。

私が印象に残っているのは、古舘議長が就

任挨拶で言われた、議会は変わった、議会が

見えるようになったと言われるよう、議会全

員で議会改革に取り組むと挨拶されたのが印

象に強く残っております。

また、この４年間、緑の苑は移転、改築を

されました。今、１２０のベッドで運営され

ております。状況としては極めて厳しいとい

うお話も聞いておりますけれども、この町に

はなくてはならない施設だと思っております

し、また、民間の皆さんの力をかりて、認知

症のグループホームは６８ベッドがございま

す。質、量とも、この４年間で大変進んでき

たように思います。また、びほーるのオープ

ンもできました。さらには、いい悪い、いろ

いろな考え方はあると思いますけれども、過

疎地域の指定を受けたと。まさに、今、全国

的な話題になっている人口減少社会の最たる

ものだと私は思っております。

いずれにいたしましても、４年間、大変お

世話になったことにお礼を申し上げながら、

また、この後、統一地方選挙が控えているわ

けでありますから、立起される方について

は、御奮闘のほど、心から御祈念を申し上げ

たい、そのように思います。

４年間、大変お世話になりました。

ありがとうございました。

――――――――――――――――――――

◎議長のあいさつ

○議長（古舘繁夫君） 引き続き、私から

も、一言、大変高いところからであります

が、お礼の御挨拶をさせていただきます。

御案内のとおり、私は、平成２３年の５月

から、議長職という大役をさせていただきま

した。大過なく終わろうとしておりますこと

も、局長を初め、事務局の皆さん、そして、

ここにいらっしゃる議員皆さんの、さらに、

行政執行機関の皆様方には、いろいろと御指

導や御助言をいただきながら、何とか終わら

せていただこうというときを迎えることがで

きたことは、ただただ感謝にたえないところ

であります。

平成２３年という年は、町の憲法だという

ふうに言われておりました自治基本条例が施

行される年でもありました。議員の皆さんが

全員出席の中で、議会報告会、そして意見交
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換会、さらには自治会連合会の役員の皆さん

との懇談会並びに意見交換会という企画でも

ありました。結果的に、今、反省すること

は、もっと皆さんと意見を出したり、また、

アイデアを持ち寄って、多くの町民の方々に

出席していただけるような、そんな報告会や

意見交換ができたのではないかというふうに

反省するところがあります。ぜひ、反省を生

かして、これから次の代が始まる方々に委ね

たいというふうにも思っております。

これからもますます、町民または地域の

方々から多くのニーズ、また、議会や行政に

対する期待が多く出てくると思いますし、当

然あることだと思います。

どうか、議員の皆さんにおかれましては、

また、町長におかれても、そういう方々の意

見や考え方をぜひ胸に、また頭の中にいただ

いて、少しでもそのお話が、また意見が行政

や議会に反映できるように努力しなればなら

ないことは、私だけではなくて、ここにい

らっしゃる皆さん、そのように感じていらっ

しゃると思います。

どうか、それぞれのお立場で、これから

も、町長のお話にありましたように、統一地

方選挙の洗礼を受ける皆さん方も、事故やけ

ががなく、所期の目的が達成できますよう

に、私からも御健闘をお祈りするところであ

ります。

４年間、大変お世話になりました。

ありがとうございました。

――――――――――――――――――――

◎閉会の議決

○議長（古舘繁夫君） これで、本定例会に

付議された案件は、全部終了しました。

――――――――――――――――――――

◎閉会宣告

○議長（古舘繁夫君） 会議を閉じます。

平成２７年第１回美幌町議会定例会を閉会

します。

御苦労さまでした。

午後 ４時３３分 閉会
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